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技
術
シ
ー
ズ

大学等に
よる特許化

技術移転による
事業化が見込める場合

・モデル事業
・コーディネーター
の配置

（＊直ちに技術移転可能なものは大学知財本部・TLOにより技術移転）

○ 産学官連携は、基礎研究の成果から絶えざるイノベーション創出を実現していくための重要な手段であり、その持続的な発展に向け、
国内のみならず国際的な視点に立った戦略的な展開を図る。

○ 大学の規模、教育研究分野、地域等を踏まえた主体的かつ多様な産学官連携に係る取組を支援するとともに、大学等の研究成果を
基にした共同研究や技術移転に係る研究開発を推進する。

○ 産学官連携は、基礎研究の成果から絶えざるイノベーション創出を実現していくための重要な手段であり、その持続的な発展に向け、
国内のみならず国際的な視点に立った戦略的な展開を図る。

○ 大学の規模、教育研究分野、地域等を踏まえた主体的かつ多様な産学官連携に係る取組を支援するとともに、大学等の研究成果を
基にした共同研究や技術移転に係る研究開発を推進する。

大
学
等
の
研
究
成
果
の
社
会
還
元

【研究費制度】

大学等

※数字は２０年度概算要求額（括弧内は1９年度予算額）を示している。

○委託開発型 ○大学発ベンチャー創出推進型
○革新的ベンチャー活用開発型 ○独創モデル化型

○大学発革新創薬イノベーション型

独創的シーズ展開事業

［大学等シーズの技術移転］

産学共同シーズイノベーション化事業

［官民共同負担による大学等シーズの育成］

（顕在化ステージ）→ （育成ステージ）

JST事業１１９億円（９０）

JST事業３１億円（１８）

戦略的創造研究
推進事業科学研究費

補助金 等

基礎研究からの
技術シーズの創出

産学官連携の戦略的な展開による研究成果の社会還元

技術移転支援センター事業

JST事業３４億円（２６）

海外特許出願の支援等

［研究成果の技術移転活動の総合的支援］

産学官連携戦略展開事業

内局事業４８億円（新規）

（戦略展開プログラム）

国際的な基本特許の権利取得など国際的な産学官連携体制の強化等
（コーディネートプログラム）
「地域の知の拠点再生」及び「目利き・制度間つなぎ」担当の重点配置

［戦略的な産学官連携の推進体制整備］

産学官連携の戦略的な展開
平成20年度要求額 ： 31,110百万円
（平成19年度予算額 ： 21,221百万円）
※運営費交付金中の推計額を含む

先端融合領域イノベーション創出拠点の形成プログラム（振興調整費） －産業界からも研究資源を得て推進－
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○平成15年度より実施の「大学知的財産本部整備事業」において、対象となった大学等をはじめとして、知的財産の機関一元管理の
体制や知的財産ルールの策定など知的財産に関する基盤整備が進みつつある。

○また、平成13年度より実施の「産学官連携活動高度化促進事業」において、大学等に配置された産学官連携コーディネーターにより、
大学等のシーズと産業界のニーズとの結合が図られ、共同研究件数等が増大しつつある。

【戦略展開プログラム】

【コーディネートプログラム】

必要性必要性必要性

産学官連携の持続的な発展に向けた戦略的な展開を図る産学官連携の持続的な発展に向けた戦略的な展開を図る

○大学等において産学官連携を推進する際に必要不可欠な知識や実務経験を有した文部科学省産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
を大学等のﾆｰｽﾞに応じて配置し、大学等から産業界、地域社会に対し知識の移転、研究成果の社会還元を果たす。

産学官連携活動が失速することなく、知的財産戦略などが持続的に展開されるよう主体的かつ多様な特色ある取組
を国公私立大学を通じて支援し、知財活動をはじめとする産学官連携活動全体の質の向上を図る。

産学官連携は、基礎研究の成果から絶えざるイノベーション創出を実現していくための重要な手段であり、その持続的な発展に向け、
国内のみならず国際的な視点に立った産学官連携の戦略的な展開を図る必要がある。

（※８１名の産学官連携コーディネーターを配置（平成１９年４月））

（※４３件の大学知的財産本部の基盤整備）

事業の概要事業の概要事業の概要

これまでの取組これまでの取組これまでの取組

ピークを伸ばす

裾野の拡大

・制度を越えて研究費制度への応募を促進し、
優れた研究成果を切れ目なく実用化につなぎ、
イノベーション創出や社会への成果還元に資する

・大学等が、地域における企業や地方公共団体等
との連携を図ることにより、地域の大学等を核と
した地域活力の好循環の形成を促進

○「地域の知の拠点再生担当」の重点配置
（地域イノベーションの強化）

○イノベーション創出に向けた「目利き・
制度間つなぎ担当」の重点配置

○国際的な基本特許の権利取得などを図る国際的な産学官連携体制の強化や国公私立大学間連携等による地域の
多様な知的財産活動体制の構築など、大学等の活動としては実施のリスクが高く、かつ、国として政策的観点から積
極的に促進すべき活動を重点的に支援する。 産学官連携の産学官連携の

戦略的な展開戦略的な展開

産学官連携戦略展開事業（新規） 平成20年度要求額 ： 4,839百万円（新規）

・大学等毎に中長期的な“産学官連携
戦略（資金計画を含む）”を作成

・大学等の“産学官連携戦略”の展開に
当たり、大学等の活動としては実施の
リスクが高く、かつ、国として政策的観
点から積極的に促進すべき活動を重点
的に支援

（１）先進的な知財戦略の展開
○国際的な基本特許の権利取得など国際的な産学官
連携の推進

○特色ある産学官連携の推進
・事業化支援体制の強化
・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ分野等の分野別産学官連携活動の深化
・大学間連携等による地域の多様な知的財産活動
体制の構築 等

※上記に併せて、若手知財専門人材の育成の強化を図る
（２）脆弱な大学等の基盤整備

○知的財産基盤が脆弱な大学等の知的
財産活動（人文社会系を含む）の強化

戦略展開プログラム コーディネートプログラム
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イノベーションの創出を、大学等における研究成果から実現するため、基礎研究に潜在するシーズ候補を産業界の視点か

ら見出し、産学が共同してシーズ候補のシーズとしての可能性を検証するための「顕在化ステージ」および顕在化されたシー

ズの実用性を検証するための「育成ステージ」にて、産学の共同研究開発を実施する。平成20年度は、イノベーションに繋が

る可能性を持った課題を取りこぼしなく採択するための顕在化ステージの拡充、および育成ステージの拡充を行う。

① 出合いの段階
全国規模の大学等の研究者による研究報告会(科研費、JST戦略
創造研究等)

② 対話段階
産業界と研究者との対話、話し合いによる絞り込み

③ 共同FS(フィージビリティスタディ)段階

大学等に潜在するｼｰｽﾞ候補を、大学と企業が共同で行うFSの実施
〔原則1年の実現可能性検証期間〕

１．顕在化ステージ１．顕在化ステージ

本格的共同研究
(マッチングファンド形式)

２２．．育成ステージ育成ステージ

大学等
研究機関

共同研究
企業

《拡充》 （新規採択：８課題(H19) → １２課題）

〔2～4年の研究開発期間〕

〔企業からの負担額を上限に
研究開発費を支援〕

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｵﾌｨｻｰ
による審査

イノベーションイノベーション
の創出への創出へ

各大学等における研究報
告会

大学・企業等に
おける共同研究

・本事業以外の技術移転関連制
度による研究開発
・企業による本格研究

共同提案

共同提案

共同
提案

概要

大学等に潜在しているシーズの顕

在化から産学官の本格的共同研

究まで繋ぐことでイノベーションの

創出を目指す。

目的

《拡充》 （１１０課題(H19) → ２００課題）

平成１８年度において、基礎研究の初期段階から企業が参画する課題や、研究開発リスクが
極めて高い課題等の本来採択すべき課題が、採択枠の制限から採択に至らなかった。これら
の課題を採択するための拡充をおこなう。

顕在化ステージを終了して育成ステージへ応募する課題につ
いて、最低限必要と考えられる採択数を確保するための拡充
をおこなう。

平成20年度要求額 ： 3,120百万円
（平成19年度予算額 ： 1,800百万円）産学共同シーズイノベーション化事業
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大学・公的
研究機関等

独 創 的 シ ー ズ の 展 開

【大学発ベンチャー創出推進型】
大学等の研究成果を基にした起業及び事業展開に必要な研究開発を研究
面、人材面から総合的に支援
＜過去の成功例等の分析に基づいた制度改革に伴う、総合支援機能の新設＞

【革新的ﾍﾞﾝﾁｬｰ活用開発型】
大学等の新技術を基に、成長を目指す研究開発型ベン
チャーを活用した企業化開発を推進

大
学
等
で
特
許
化
さ
れ
た
研
究
成
果

（
独
創
的
シ
ー
ズ
）の
マ
ッ
チ
ン
グ

大
学
等
の
研
究
成
果

の
社
会
還
元

・大学発ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰの創出・活

用
・民間企業へ
の技術移転

[大学発ベンチャーの創出]

[着実な技術移転]

既存企業へ
の技術移転に
より事業化が
見込める場合

大学知的財産
本部等による

研究成果の特許化

既存企業で
の事業化が
見込めない
場合・起業化
が見込める
場合

4,350百万円（3,850百万円）

【独創モデル化型】

大学等の研究成果に基づく研究
開発型中堅・中小企業が有する
新技術コンセプト育成のための
研究開発を推進

391百万円（391百万円）

【委託開発型】
大学等の国民経済上重要な新技術のうち、企業化が著
しく困難な新技術について企業化開発を推進

4,652百万円（4,652百万円）

525百万円
（150百万円）

・着実な成果をあげており、追跡調査結果等を踏まえ、更なるパフォーマンス向上を図るため制度改革

大学・公的研究機関等（大学等）にて特許化された独創

的な研究成果（シーズ）について、研究成果の社会還元

を図り、社会経済や科学技術の発展、国民生活の向上

に寄与することを目的とする。

シーズの実用化に向けた展開を図るため、技術フェーズや技術移転の形態に応
じた各種プログラム（独創モデル化型、大学発ベンチャー創出推進型、委託開発型、
革新的ベンチャー活用開発型）の他、平成20年度は新たに「大学発革新創薬イノ
ベーション型」を設け、公募で集められた課題を対象に競争的な選別を行って、研
究開発を実施し、研究成果の社会還元を図る。

目的 概要

・これまでの科学技術振興の努力により、我が国の研究水準は着実に向上し、研究成果に基づく大学等の特許出願件数等は順調に増加してい
る。
・このような研究成果の実用化に向けた展開を図り、社会・国民への還元を積極的に推進していく必要がある。

背景

【大学発革新創薬イノベーション型】

大学等の医薬系分野における研究開発リスクの高い新
技術について、創薬基盤等のある企業を活用して、企業
化開発を推進

2,000百万円
医薬系分野の

新技術

（新規）

独創的シーズ展開事業 平成20年度要求額 ： 11,918百万円
（平成19年度予算額 ： 9,043百万円）
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大学等の研究成果について、海外特許出願関連を支援するとともに、目利き人材の育成、

大学見本市の開催等により大学等の技術移転活動を総合的に支援する。さらに、大学等の

技術移転活動を一層推進することを通し、優れた研究成果を実用化に切れ目なくつなぐシス

テム構築に寄与する。

概要

企業等

科学研究費補
助金、戦略的
創造研究推進
事業等にて大
学等に蓄積さ
れた研究成果

製品化、
事業化

本事業は各種施策により大学等の知的財産活動の活性化が図

られることを目的とし、大学等の研究成果の技術移転が促進される

ことを狙うものである。

目的

大学等

大学等の研究成果の社会還元

・我が国の国際競争力を強化し、経済社会を活性化していくため、「第３期科学技術基本計画」「知的財産推進計画」等を踏まえ、大学、公的研究機関、ＴＬＯ（以下

「大学等」という。）における知的財産活動の総合的支援が必要である。

・また機関や制度間を連携させることにより、一層効率的な技術移転を進めることが必要である。

背景

良いシーズをつなぐ知の連携システム 「つなぐしくみ」

JST
大学等における知的財産活動の総合的支援

研究成果の公開・評価から助言・他制度紹介等を行う、
技術移転プランナー（目利き人材）等を中心とした橋渡し

大学知的財産本部等による知的財産の取得・活用・保護を支援

技術移転総合相談窓口 マッチング機会の創出 開発あっせん・実施許諾

大学・TLO 連携・ネットワーク化技術移転目利き人材育成

大学見本市、新技術説明会の開催、
国際的な技術移転に関するフェアへの出展等

シーズに対する情報提供や各種技術移転制
度等の紹介等によるサポート

新技術の開発に取り組む企業を探索しライ
センスを実施

人材育成プログラム・研修 大学知的財産本部等の意見交換

大学等やJST事業にて創出された技術シーズの中から、実用化に向けて発展が期待される課題を収集し、

特許、技術や市場規模等の評価分析を実施すると共に、実用化に向けた次のステップにつながる支援を行
う。

特許化支援

大学等における研究成果の特許化を支援する。特許主任調査員による大学等への特許相談・特許性評価等の支

援、大学等の外国出願関連の費用支援と特許の質の強化に向けた目利きの支援等を行う。

技術移転支援センタ－事業 平成20年度要求額 ： 3,432百万円
（平成19年度予算額 ： 2,642百万円）
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○我が国の独法・大学等が有する多くの先端研究施設・設備は、広く共用を促進することにより、地域を
含む裾野の広い科学技術振興に寄与し、我が国全体の競争力の強化に寄与

○施設の利用時間を適切な範囲で確保して、産学から共同研究や産業利用等の提案を募るとともに、
その共用に係る体制を構築するための経費を支援することにより、イノベーション創出を促進

（支援内容） ①研究施設の共用に係る運転費および技術支援のための人員経費
②研究施設と産業界を結びつけるリエゾンを必要に応じ配置

[具体例]
○地球シミュレータ、理研ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）施設、各大学等の加速器、電子顕微鏡、スパコン等

－ 先端研究施設共用イノベーション創出事業 （4,099百万円）－

（うち、先端計測分析技術・機器開発事業 6,000百万円）

○最先端の計測分析機器は、世界最先端の研究データを生み出し、自律的な研究活動に欠かせないも
のであるため、産学連携により基盤技術の創出から実用化まで一貫して機器開発を国として推進

○平成２０年度から、「先端計測分析技術・機器開発事業」において、実用化に向けたプロトタイプの改
良・開発を強化

[具体例]
○高分解能顕微鏡、質量分析装置、生体動態解析装置、非破壊分析装置 等

－ 先端計測分析技術・機器開発プロジェクト（10,730百万円） －

○最先端かつ比類のない性能を有する大型共用研究施設は、整備・運用に多額の経費を要し、広く共用
に供することが世界最高水準の成果の創出につながるものであるため、 国が責任をもって開発・整備

○当該施設の開発後は、幅広い分野の研究者の共用に供することにより、成果を創出
（必要に応じ、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」により措置）

[具体例]
○次世代スーパーコンピュータ、Ｘ線自由電子レーザー、SPring-8（既整備）

－ 特定先端大型研究施設の整備・共用（49,117百万円） －
大型放射光施設（SPring-8）

SPring-8

XFEL予定地

核磁気共鳴装置（NMR）施設

生体動態解析装置

科学技術振興のための基盤の強化
平成20年度要求額 ： 78,269 百万円
（平成19年度予算額 ： 52,747 百万円）
※運営費交付金中の推計額を含む
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①施設共用の運転実施に係る経費の支援（「運転費」及び施設共用を技術的に支援する「施設共用技術指導研究員」）
②産業界に対する共同研究・利用課題の提案・相談を担当する「共用促進リエゾン」を必要に応じ配置

独法・大学等の先端研究施設の共用を進め、イノベーションを加速

産学官の先端研究ニーズ
独法・大学等が有する

先端研究施設

イノベーションを加速

共用促進共用促進
○我が国の先端研究施設の
ポテンシャルを最大限活用

○ 産学官の知の融合

施設共用総合窓口・エリアネットワークによる情報提供・情報共有（共用可能施設・設備一覧、利用条件・状況等）

独法・大学等の有する先端研究施設の共用を進めるため、施設の利用時間を適切な範囲で確保して産学から
共同研究や産業利用等の提案を募るとともに、その共用に係る体制を構築するための経費を支援することにより、
イノベーション創出を促進する。（特に、ナノテク分野については技術的シーズの創出の観点から基礎研究も推進）

→ 先端的な研究施設を用いて具体的な技術課題の解決等を行い、共用を通じたイノベーションを創出

・提供可能なマシンタイム
・利用分野の提案

研究機関による研究機関による
申請申請

○先端研究施設の共用を進める研究機関を公募 ○研究機関が施設利用者を募集

・戦略分野における技術課題の解決
・産業利用の拡大
・基礎研究（技術シーズの創出）

施設利用の施設利用の
対象対象

施設採択

《《先端研究施設の特徴に応じた共用の促進先端研究施設の特徴に応じた共用の促進》》

○ 研究交流促進法等の一部改正法案（１８年５月成立）に対する付帯決議 【抜粋】
「独法、大学等の研究施設の共用を促進するため、各機関における体制の整備を促すと
ともに、国は必要な支援をしつつ、共用に積極的な風土の醸成に努めること。」

＜19年度対象施設＞
○ 第３期科学技術基本計画 【抜粋】
「大学、公的研究機関等は、機関の枠を超えた共同利用など、研究設備の効果的かつ
効率的な利用を促進する。」

支援内容支援内容

上記の大規模な研究施設に加え、先端性がある小規模な研究施設の共用を
進め、地域産業との連携を密にしながら、その共用を通じたイノベーションの
創出を一層促進するため、制度を拡充する。

＜20年度以降対象施設＞

・地球シミュレータ(海洋機構)        ・ＮＭＲ（核磁気共鳴装置) (理研、横浜市大) 
・超高圧電子顕微鏡(名大、物材機構)  ・極微細加工施設(東大、早大、産総研) 等

先端研究施設共用イノベーション創出事業【産業戦略利用】
平成20年度要求額 ： 4,099百万円の一部
（平成19年度予算額 ： 3,180百万円の一部）
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・飛躍的な性能
向上が期待さ
れる計測分析
機器の要素技
術の開発を推
進

・我が国の先端計測分析機器の多くは外国依存であり、脱却が急務
⇒ 我が国独自の計測分析技術・機器の開発が必要

・世界最先端の研究データ・独自の研究データはオリジナルの計測
分析技術・機器から生じる。

⇒ 世界初・世界最先端の計測分析技術・機器の開発が必要

・先端的な技術・機器の開発から実用化（製品化）までには、
大きな溝（いわゆる「死の谷」）が存在

⇒ 全体システム、操作性等を多くのユーザーに評価してもらう
ことにより、ニーズを的確に把握する仕組みが必要

・先端計測分析技術・機器開発は科学技術の各分野に共通する基盤
である。

⇒ 異なる分野のユーザーが試用できるネットワークの構築が必要

・欧米は、戦略的に技術を秘匿し、戦略的に国内メーカーから調達
⇒ 我が国独自の戦略的な調達の仕組みの模索が必要

・我が国の先端計測分析機器の多くは外国依存であり、脱却が急務
⇒ 我が国独自の計測分析技術・機器の開発が必要

・世界最先端の研究データ・独自の研究データはオリジナルの計測
分析技術・機器から生じる。

⇒ 世界初・世界最先端の計測分析技術・機器の開発が必要

・先端的な技術・機器の開発から実用化（製品化）までには、
大きな溝（いわゆる「死の谷」）が存在

⇒ 全体システム、操作性等を多くのユーザーに評価してもらう
ことにより、ニーズを的確に把握する仕組みが必要

・先端計測分析技術・機器開発は科学技術の各分野に共通する基盤
である。

⇒ 異なる分野のユーザーが試用できるネットワークの構築が必要

・欧米は、戦略的に技術を秘匿し、戦略的に国内メーカーから調達
⇒ 我が国独自の戦略的な調達の仕組みの模索が必要

先端計測分析機器を取り巻く現状と課題先端計測分析機器を取り巻く現状と課題 世界初・世界最先端の計測分析技術・機器を開発することにより、
独創的な研究活動を支える基盤を整備し、科学技術のイノベー
ション創出を促進する。特に平成20年度は、従来の「要素技術プ

ログラム」「機器開発プログラム」に加え、新たに『プロトタイプ改良
開発プログラム（仮称）』を創設し､ユーザーと開発チームをネット
ワークで結びつけることにより､実用化に向けたプロトタイプの改
良開発を強力に推進する。

領域非特定型

機器開発
プログラム

要素技術
プログラム

・重点的な推進が必要なものとして、
文部科学省が特定した領域を中心に、
先端計測分析機器及び周辺システム
の開発を推進
・産学官連携して開発チームを編成
・プロトタイプを作製しデータ取得

事業の体系事業の体系

他の様々なユーザーが広く利用

ユーザーの現場等開発チーム

・利用課題等の
フィードバック

・新たな応用用途

開発側に基準となるプ
ロトタイプ１号機が既設

波及効果
・人材育成
・調達

多くの研究者等が試用でき
るプロトタイプを複数台設置

プロトタイプ改良開発ネットワークを
構築し、改良開発を強化

実用化に近いプロトタイプの開発により、独創的な研究活動を支える基盤整備

プロトタイプ改良開発
プログラム（仮称）

【開発チーム側の期待される効果】

①異なる分野等の研究者に検証しても
らうことにより、同じ計測分析原理を用
いて、幅広い用途展開が可能となり、
新たな計測分析研究の進化に繋がる。
②誰でも操作できる機器に仕上げるこ
とにより、実用化に近いプロトタイプを
開発。

【ユーザー側の期待される効果】

①今までできなかった計測・分析が測定
でき、世界初・世界最先端の研究成果
がプロトタイプ段階でいち早く得られる。
②新たな研究分野を確立することが可
能で、世界に先駆けてイニシアチブを得
ることが可能となる。

【一般領域】

【応用領域】

新規プログラム

新規１０課題

うち６課題は機器開発プ
ログラムより移行の目安新規１０課題新規２課題

・ユーザーと開発チー
ムを結ぶネットワーク
を構築

・実用化に近いプロトタ
イプの開発を推進

・世界初・世界最先端
の研究成果創出を促
進

領域特定型

研究現場のみならず、応用現場（もの
づくり現場）での活用が想定される機器

～「プロトタイプ改良開発プログラム（仮称）」を創設し、プロトタイプ改良開発ネットワークを構築～

先端計測分析技術・機器開発事業
平成20年度要求額 ： 6,000百万円
（平成19年度予算額 ： 4,800百万円）

8


	平成２０年度概算要求について
	産学官連携の戦略的な展開
	産学官連携戦略展開事業（新規）
	産学共同シーズイノベーション化事業
	独創的シーズ展開事業
	技術移転支援センタ－事業
	科学技術振興のための基盤の強化
	先端研究施設共用イノベーション創出事業【産業戦略利用】
	先端計測分析技術・機器開発事業

